
包括ケアの推進における保健所の役割

中本 稔（島根県県央保健所）
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• 包括システムとは
• 介護保険事業
• 保健所がかかわる意義
• 医療を通したまちづくり
• 保健所長の役割
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地域包括ケアシステムとは
（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第２条）

平成２６年６月

○ 地域の実情に応じて、

○ 高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその

有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、

○ 「医療」「介護」「介護予防」「住まい」及び自立し

た「日常生活の支援」が包括的に確保される状

態をいう。



地域包括ケアシステムの単位は
日常生活圏域（中学校区）を想定

地域包括ケアシステムは、
保険者である市町村や都道府県が、
地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。地域包括ケアシステムは

市町村や保険者、住民が決める



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
21%

2号保険料
29%

【財源構成】

国 39.5%

都道府県
19.75%

市町村
19.75%

1号保険料
21%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

① 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

② 一般介護予防事業

包括的支援事業

① 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議推進事業の実施）

② 在宅医療・介護連携推進事業

③ 認知症施策推進事業

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

④ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜第５期＞ ＜第６期＞介護保険制度

全市町村で
実施

「介護給付」及び「地域支援事業」の全体像
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第６期
介護保険事業
（平27年～）

認定
から

介護給付
介護予防給付
総合事業
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ｽﾄﾗｸﾁｬｰ、ﾌﾟﾛｾｽでは、
保健所の役割も大きい

アウトカム＝まちで暮らし続ける
（健康、幸福感、地域愛着、仕事満足度）



介護保険・地域支援事業の評価指標の構造

生活習慣や
行動の指標

ニーズ調査等による健康指標

運動、口腔、栄養、認知、閉じこもり、うつ

学習の
指標

講演、相談会

ボランティア養成研修

組織・資源

環境の指標

住民の意見集約・参画、あらゆる関係者への働きかけ
地域資源の把握、行政課題の整理、
長期的視点・具体的戦略、苦情や事故の把握、
共有する情報の範囲、管理、活用等の取り決め

健康の指標
要介護認定・新規認定
65歳以上申請者数、割合

（要支援・要介護度別）

基盤整備の指標
包括ケアの構築に向けた基本方針、目的をわかりやすく説明できる職員や資料

目的を共有し推進するための他部署との連携

地域包括支援センターと広く連携する体制、

協議体を設置し多様な主体による多様なサービスの提供

Quality of Lifeの指標 主観的健康感、地域愛着感等

事業量の指標

６５歳以上参加者数および割合，住民主体の通いの場マッピング
講演会相談会の開催回数・参加者数、ｲﾍﾞﾝﾄ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ開催数、参加者数

関係性
の指標

社会参加
の指標

ニーズ調査
社会参加状況

ニーズ調査
信頼、互酬

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標

ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー

プ
ロ
セ
ス
指
標

(介護予防生活支援ｻｰﾋﾞｽ)
介護予防ケアマネジメント依頼書受理件数、介護予防生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業の実施状況

日常生活圏域
単位で示すこと！
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包括ケアの推進 保健所の関り？

都道府県在宅医療・介護連携担当者会議

2017/3/6

「在宅医療・介護連携推進事業の手引きVer2」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-

Soumuka/tebiki_3.pdf

「都道府県や保健所の支援の下、市町村が中心と

なって、．．．」 「（都道府県が）保健所を活用」

医療機関、医師会・歯科医師会等との関係

小規模市町村支援

広域的に
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老健局長通知「地域支援事業の実施について」
（老発0628第8号 平成29年6月28日）

４ 実施主体
(１) 実施主体は、市町村とし、その責任の下に地域支援
事業を実施するものとする。
………………
(９) 総合事業は、市町村が実施主体となり、保健所その
他の関係行政機関、医師会、歯科医師会その他の保健
医療関係団体、社会福祉協議会その他の福祉関係団体、
介護関係事業者その他の民間事業者、ボランティアを
含む地域住民等の協力を得て推進するものとする。



地域における行政栄養士による
健康づくり及び栄養・食生活について
（健発0329第9号平成25年3月29日）

2 保健所設置市及び特別区
3 市町村
(4)社会生活を自立的に営むために必要な機能の維持及び向上のた
めの施策の推進
①次世代の健康
②高齢者の健康

健康増進、介護予防及び介護保険等での栄養・食生活支援を効
果的に行う体制を確保すること。．．．低栄養傾向や低栄養の高齢者
の実態把握及びその背景の分析等を進め、改善に向けた効果的な
計画を立案し、必要な取組を行うこと。

また、地域によって高齢者を取り巻く社会資源の状況が異なること
から、地域包括ケア体制全体の中で、優先的に解決すべき栄養の課
題について、他職種と連携し取り組む体制を確保するとともに、必要
な栄養・食生活支援について関係部局や関係機関と調整を行うこと。
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邑智郡の取組「連携は口から」

• 「口腔ケアサポーター」養成研修(2014-)
診療情報に口腔アセスメント結果

• 誤嚥性肺炎の入院患者には、
嚥下評価と嚥下訓練、歯科医師の関与

• ２病院（＋２特養）の食事処方箋を「標準化」

• 後期高齢者には無料の歯科検診（県下）
残存歯、歯周疾患、入れ歯 （８０２０の評価にも）

• 食と関連する認知症予防、糖尿病管理、腎臓病対策
• 経管栄養の研修からｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｹｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ



邑智郡食事栄養支援協議会
平成28年5月設立

「連携は口から」
・郡内における食事栄養支援に関する意見交換の場を提供

・口腔ケアサポーターの養成研修制度の運営

・食事栄養支援に関する普及啓発事業（研修会、講演会等）

・摂食嚥下障害患者のマネージメントに関する連携システムの構築

・食事栄養摂取に関する医療・保健・福祉における

統一した指標と包括した取組の構築

・終末期医療（特に栄養関連）に関する意見交換とｺﾝｾﾝｻｽの醸成

・郡内を対象とした食事栄養に関する調査研究

メンバー： 医師会、歯科医師会、３町、２病院 顧問に大学、保健所
事務局： 社会医療法人仁寿会
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島根県（県央）の保健所活動
• 市町村との実践、医療との連携
圏域課題に対して保健所の役割を果たす

• 連携スタッフの配置（H27は３HC、H29は全HC)
企画・調整・進行管理・発信の能力、組織力

保健所の「顔」（彼に相談すれば、保健所・県が動く）

社会医学専門医プログラムの専攻医が一緒に

• 病院長、医師会・歯科医師会のキーパーソン

• 取組の評価と資源開発「いいところ」
• 住民の参加、市民啓発（市町村）を支援する
• 各種計画で目標やﾌﾟﾛｾｽを示す
「市町村地域包括ケア推進ロードマップ」

20



地域にある資源、サービス、人や場をつなぐのが
「地域包括ケア」

（全く新たに何かを生み出すこと、ではない）
 「地域包括ケア推進事業」「しまね型医療提供体制構築事
業」を通じたネットワークづくり

ヒト(包括ケア担当)
×

モノ(資源) ＝ コト(連携)
× 我がごと・丸ごと

カネ(予算)
21

制度や職能、個人の技量の
限界（境界）超える工夫

※

今
あ
る
も
の
を
生
か
す 視点、地域、分野、範囲、年代、

対象etcをプラス！
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地域包括ケアシステムの強化のための介護保険等の一部を
改正する法律のポイント（厚生労働省）
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地域包括ケアシステムの深化・推進

自立支援・重症化予防に向けた保険者機能の強化等の
取組推進
（介護保険法）

医療・介護の連携の推進等
（介護保険法、医療法）

地域共生社会の実現に向けた取組の推進等

（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福
祉法）

介護保険制度の持続可能性の確保
２割負担の一部を３割負担ほか（介護保険法）



市町村介護保険事業計画 国 都道府県医療計画

28年12月

29年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

30年1月

2月

3月

第７次医療計画・第７期介護保険事業計画 策定スケジュール

第7期介護保険事業計画スタート

・介護保険事業計画を議会に報告
・介護保険条例の改正

基本指針案の提示

計画策定のための準備作業
・基礎データの収集
・実態調査、ニーズ調査
・これまでの施策の整理
・課題の検討 等

策定指針の通知

パブリックコメント

医療審議会へ諮問

計画策定に関する基本的考え方、
在宅介護実態調査の分析手法

の提示

・二次医療圏の設定

・基準病床の設定

・5疾病・5事業及び在宅医療
の課題、目標、施策の検討
等

第7次医療計画スタート

協議の場

・対応すべき需要について

・整備目標・見込み量の在り方
について

（達成状況の評価について）

総合確保方針の告示
計画策定のための準備作業
・基礎データの収集
・実態調査、ニーズ調査
・これまでの施策の整理
・課題の検討 等

パブリックコメント

・サービス見込み量の設定

・保険料の仮設定 等
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在宅医療・介護連携推進事業の特殊性
（東京大学 吉江ら 2017）
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都道
府県

二次医療圏
地域医療構想圏域

市町村

介護保険事業
支援計画

医療計画

圏域別計画

地域医療介護総合
確保促進法に基づ
く都道府県計画

介護保険
事業計画

地域医療構想

地域医療介護総合
確保促進法に基づ
く市町村計画

地域医療構想

高度急性期～
在宅医療等

５疾病・５事業
＋在宅医療

医療・介護に
関する計画の
整合をはかる



医療計画「在宅医療」の切り口でも
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• 日常療養支援を
行う医療機関

• 患者が望む場所
での看取りを行
う医療機関

• 在宅医療を積極
的に役割を担う
医療機関

• 急変時に対応す
る医療機関

基幹病院

在宅医療に必要な連携を行う機関
（訪問看護S、包括支援C、居宅介護ほか）



包括ケア推進のチャンスはある
（研究班調査から）

• 地域包括支援事業
（市町村）地域ケア会議 企画会議・個別ｹｱ会議の参画
在宅医療・介護連携事業 「手引き」を参照しながら
認知症施策 疾患医療Cの連携会議、ｻﾎﾟｰﾄ医会議
生活支援サービス 生活ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修交流会
• 新総合事業
住民主体の介護予防 口腔ｹｱ会議、自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援
地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業 地域ﾘﾊ連絡会議、ﾘﾊ職派遣
新総合事業の戦略策定 （市町へ意見）
• 介護保険事業計画の策定・評価 委員として参画

区市型保健所の場合は担当部課との連携次第（組織次第？）
医師会・多職種との連携調整、認知症ﾈｯﾄﾜｰｸ
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地域包括ケアシステムに求められる
保健所（長）の役割は？

地域の資源に合わせて、

連携の中で、地域課題が整理され

PDCA（各種事業計画の中）で実施 保健×（医療＋福祉）

最終目標は？

生涯通じて、住み続けられる「まち」

がんになっても、寝たきりになっても、認知症になっても

高齢者の医療・福祉現場に大きな課題は？
フレイルと感染症
ロコモ症候群と転倒・骨折予防
肺炎入院患者のうち誤嚥性肺炎を減らす口腔ケア
終末期の理解（Advanced Care Plan、臨床倫理）と経管栄養離脱
医療構想では病床の機能分化（包括ケア病棟）



医療政策編 保健所長の役割(私案)
１．行政機関として、健康なまちをめざす
住民目線で医療需要を評価し、住民ｻﾎﾟｰﾄ、疾病予防

まち、生活、住民・患者をみる目

２．行政機関の長として、医療システムをみる目
医療提供のシステムを開発・維持する提案力
医療の理解すすめるため職員へのリーダーシップ

３．医療者として、診療をみる目
医師等の医療者との協働
診療・連携の資源開発、医療システムへの適応

４．生活者として、生活をみる目 「我が事」
地域の文化を楽しみながら発展させる
地域で暮らし続ける、住民として協働
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まとめ 「保健所に求められているもの」

専門機関としてこれまでの保健（狭義）の地域づくり

（ここをしっかり高めながら）

＋

医療政策を理解し、医療資源からの地域づくり

＋

介護保険や障害・児童家庭・生保等の福祉を理解し、

福祉資源からの地域づくり

↓
「地域包括ケアシステム」

（５つの要素、連携、地域づくりから共生社会）



ありがとうございました
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